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● 労働保険の申告のお知らせ 

令和 7 年の労働保険の年度更新は 6 月 2 日（電子申請は 6 月 1 日）から始まります。

申告書の提出期限は 7 月 10 日までとなっております。 
当事務所では昨年から労務管理ソフトによる電子申請で手続きをしております。 
主な変更点は雇用保険料率です。今年の 4 月から雇用保険料率が変更しているため、

令和 6 年度の確定保険料と令和７年度の概算保険料の計算の際には雇用保険料率の違

いに注意が必要です。納付回数は原則的に各年度 1 回ですが、労働保険の概算保

険額が 40 万円（労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立して

いる場合は 20 万円）以上の場合、または労働保険事務組合に委託している場

合は、労働保険料の納付を 3 回に分割できます。  

 
納付方法は納付用紙によるものと口座自動引き落としがあります。 

＜口座振替による納付のメリット＞ 
❶毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。 
❷納付の忘れや遅れがなくなるため、延滞金を課される心配がありません。 
❸労働保険料の引き落としに最大約 2 か月ゆとりができます（上表参照）。 
手続きの際には「労働保険 保険料等口座振替納付書送付（変更）依頼書 兼 口座振

替依頼書」を労働基準監督署に提出します（厚労省 HP からダウンロードができます）。 
※申請後はタイミングにより翌期以降の取り扱いになることもあります。 
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